
半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金交付要綱 

 （目 的） 

第１条 この要綱は、半田市老人ホームの施設運営を移管した社会福祉法人（以下「移

管法人」という。）に対して交付する補助金の事務手続きに関し、必要な事項を定め

ることを目的とする。

 （補助対象） 

第２条 補助金の対象は、移管法人が施設運営の開始初年度に実施する次に掲げる事

業とする。

（１）入所サービスの質の向上に資する事業

（２）地域交流に資する事業

 （補助金の額） 

第３条 交付する補助金の額は、前条の事業の実施に必要な経費のうち、予算の範囲

内において市長が認める額とする。

 （補助金の交付申請） 

第４条 移管法人は、補助金の交付を受けようとするときは、半田市老人ホーム民営

化推進事業費補助金交付申請書（様式第１）に、必要書類を添えて市長に申請する

ものとする。

 （補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、補助金の交付を決定するとともに、半田市老人ホーム民営化推進事業費補

助金交付決定通知書（様式第２）によりその旨を移管法人に通知するものとする。

この場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を

付することができる。

 （変更の手続等） 

第６条 移管法人は、前項の規定により決定を受けた補助対象事業の内容を変更しよ

うとするときは、あらかじめ、半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金変更交付

申請書（様式第３）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたとき



は、補助金の変更を決定するとともに、半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金

変更交付決定通知書（様式第４）によりその旨を移管法人に通知するものとする。

 （実績報告書の提出） 

第７条 補助金の交付決定を受けた移管法人は、補助対象事業を完了したときは、速

やかに、半田市老人ホーム民営化推進事業実績報告書（様式第５）に必要書類を添

えて市長に報告し、内容の承認を受けなければならない。

 （補助金の請求及び交付） 

第８条 前条の承認を受けた移管法人は、半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金

請求書（様式第６）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

 （検査等） 

第９条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補

助金の交付決定を受けた移管法人に対し、補助金の使途について指示をし、関係書

類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。

 （補助金の取消し及び返還） 

第１０条 市長は、補助金の交付決定を受けた移管法人が、次の各号のいずれかに該

当し、又は補助金の交付決定に付した条件に違反したと認めたときは、補助金の交

付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一

部を返還させることができる。

（１）虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

（２）補助金を補助対象事業以外に使用したとき。

（３）補助対象事業を中止し、縮小し、又は期限内に完了できなかったとき。

（４）前条の規定による指示に従わなかったとき。

 （延滞金） 

第１１条 前条の規定により、補助金の返還を求められた移管法人が、これを納期日

までに納付しなかったときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和３０年法律第１７９号）第１９条第２項の規定に準じて算出した延滞金を納付し

なければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、遅延

利息の全部又は一部を免除することができる。

 （関係帳簿の整備） 



第１２条 移管法人は、補助対象事業の収支に関する帳簿及び証拠書類を整備し、５

年間これを保管しておかなければならない。

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。



様式第１（第４条関係）

年  月  日

半 田 市 長 殿

              （移管法人）

               所在地

               法人名

               代表者氏名            印

半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金交付申請書

 半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金交付要綱に基づき、下記のとおり補助

金を交付されるよう申請します。

記

１．補助金交付申請額    金           円

２．補助金交付の対象事業

添付書類

 （１）事業計画書

 （２）事業収支予算書

 （３）設計図書

 （４）その他補助金額の算定に必要な書類



様式第２（第５条関係）

年  月  日

（移管法人） 

社会福祉法人

               様

半田市長              印

半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金交付決定通知書

   年  月  日付けで申請のありました半田市老人ホーム民営化推進事業費

補助金については、下記のとおり交付することに決定しましたので、半田市老人ホー

ム民営化推進事業費交付要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定により通知しま

す。

記

１．補助金交付決定額    金           円

２ 交付の条件 

・補助金は、要綱第２条に規定する事業にかかる経費にあてるもので、その他の

用途に使用してはならない。 

・補助金に係る事業は、一部に公金を財源としていることに鑑み、半田市財務規

則、半田市指名審査等事務取扱要綱、半田市公共調達における地元企業の受注機

会の拡大及び地産地消の推進に関する実施方針等に準じた事務を実施すること。 



様式第３（第６条関係）

年  月  日

半 田 市 長 殿

              （移管法人）

               所在地

               法人名

               代表者氏名            印

半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金変更交付申請書

    年  月  日付けで交付決定のありました半田市老人ホーム民営化推

進事業費補助金については、下記のとおり事業内容を変更したいので、承認してく

ださい。

記

１．変更する事項

変  更  前 変  更  後

２．変更する理由

添付書類
 （１）事業計画書
 （２）事業収支予算書
（１）、（２）とも変更内容を明確に記入してください。



様式第４（第６条関係）

年  月  日

（移管法人） 

社会福祉法人

               様

半田市長              印

半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金変更交付決定通知書

   年  月  日付けで申請のありました半田市老人ホーム民営化推進事業費

補助金変更交付申請については、下記のとおり決定しましたので、半田市老人ホーム

民営化推進事業費交付要綱（以下「要綱」という。）第６条第２項の規定により通知

します。

記

１．変更交付決定額    金           円

２ 変更の理由 



様式第５（第７条関係）

年  月  日

半 田 市 長 殿

             （移管法人）

               所在地

               法人名

               代表者氏名              印

半田市老人ホーム民営化推進事業実績報告書

   年  月  日付けで交付決定（変更交付決定）がありました半田市老人ホ

ーム民営化推進事業費補助金に係る事業実績について、下記のとおり報告します。

記

１．補助金交付の対象事業

２．事業完了年月日         年  月  日

２．補助金事業実績額              円

 添付書類

  （１）事業実績報告書

  （２）事業収支決算書

  （３）完了写真

  （４）竣工図

  （５）その他事業の完了及び事業費の確定を確認するために必要な書類



様式第６（第８条関係）

年  月  日

半 田 市 長 殿

            （移管法人）

              所在地

              法人名

              代表者氏名             印

半田市老人ホーム民営化推進事業費補助金請求書

  年  月  日付けで交付決定（変更交付決定）のあった半田市老人ホーム

民営化推進事業費補助金について、下記の口座に振り込んでください。

なお、上記請求者と口座名義に相違がある場合は、下記口座名義の者に受領を委

任します。

記

１．補助金交付請求額    金             円

２．振込口座

金融 機関名 

      銀  行 

      信用金庫・組合       店

      農  協 

口 座 番 号  

口 座 種 別 普 通  ・  当 座 

（ フ リ ガ ナ ）  

口 座 名義人  


